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消 防 庁 予 防 課  

 

NTT固定電話網のIP化に伴う消防機関へ通報する火災報知設備の接続

回線に係る対応について 

 

 NTT東日本株式会社及びNTT西日本株式会社（以下「NTT」という。）の固定電話網

が令和 17 年度を目途にアナログ電話回線※１から IP 電話回線※２へ段階的に移行する

予定とされています。 

これを踏まえ、NTTから、一般社団法人日本火災報知機工業会宛てに別紙１のとお

り、今後、消防法施行令（昭和36年政令第37号）第23条の消防機関へ通報する火

災報知設備（以下「火災通報装置」という。）を新設又は更改する場合には、防火対

象物の関係者に対し、IP 電話回線を使用するように周知依頼を行った旨、消防庁予

防課宛てに別紙２のとおり連絡があったところです。 

つきましては、執務上の参考とされるとともに、貴都道府県内の市町村（消防の事

務を処理する一部事務組合等を含む。）に対し、この旨周知していただきますようお

願いします。なお、IP電話回線に火災通報装置を接続する場合は、「消防法施行規則

の一部を改正する省令及び火災通報装置の基準の一部を改正する件の運用上の留意

事項について（通知）」（平成28年８月３日付け消防予第240号）を参考としてくだ

さい。 

※１ メタル設備を利用した加入電話 

※２ インターネットプロトコルを用いて音声伝送を行う電話回線（光回線電話及びひかり電話） 
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メタル回線から光回線等へのサービス移行に伴う周知のお願い

NTT 東日本・NTT 西日本 が提供している、メタル設備を利用した加入電話については、

利用の減少や老朽化した設備の維持限界などにより、2035 年頃までにはサービスレベルの

維持が困難な状況を迎えます。このような変化の中、メタル設備を利用した加入電話につい

て、代替サービス（光回線電話、ワイヤレス固定電話、ひかり電話※）に段階的に移行する

ことで、引き続きお客さまが安心して固定電話サービスをご利用いただける環境を維持し

たいと考えています。具体的な加入電話の終了時期については、エリア単位に段階的な終了

を予定しており、計画がまとまり次第、速やかにお知らせいたします（詳細は別添のとおり）。 

つきましては、光設備がご利用いただけるエリアにおいて、今後、消防機関へ報知する火

災報知設備（以下、火災通報装置）を新規に設置もしくは更改をする際には、メタル設備を

利用した加入電話ではなく、光設備を利用した光回線電話もしくは、ひかり電話※をお使い

いただきますよう、貴工業会及び会員企業様を通じて火災通報装置の関係者への周知をお

願いしたいと存じます。 

※ ひかり電話のご利用には別途、光回線のご契約が必要です。

なお、光設備がご利用いただけないエリアにおいては、今後、貴工業会と連携させていた

だき、ワイヤレス固定電話を用いた火災通報装置の品質確認に係る検証を行ってまいりま

す。 

貴工業会のご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

本件についてご質問等ございましたら、NTT 東日本・NTT 西日本の営業担当者、または 

以下のメーリングリストまでお問い合わせください。 

・メーリングリスト：telephone_transfer-ml@east.ntt.co.jp

別紙１
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俊寛 山崎
長方形
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メタル回線から光回線等へのサービス移行に伴う周知のお願い 

 

NTT 東日本・NTT 西日本 が提供している、メタル設備を利用した加入電話については、

利用の減少や老朽化した設備の維持限界などにより、2035 年頃までにはサービスレベルの

維持が困難な状況を迎えます。このような変化の中、メタル設備を利用した加入電話につい

て、代替サービス（光回線電話、ワイヤレス固定電話、ひかり電話※）に段階的に移行する

ことで、引き続きお客さまが安心して固定電話サービスをご利用いただける環境を維持し

たいと考えています。具体的な加入電話の終了時期については、エリア単位に段階的な終了

を予定しており、計画がまとまり次第、速やかにお知らせいたします（詳細は別添のとおり）。 

 

つきましては、光設備がご利用いただけるエリアにおいて、今後、消防機関へ報知する火

災報知設備（以下、火災通報装置）を新規に設置もしくは更改をする際には、メタル設備を

利用した加入電話ではなく、光設備を利用した光回線電話もしくは、ひかり電話※をお使い

いただきますよう、NTT 東日本・NTT 西日本から一般社団法人日本火災報知機工業会及び

会員企業様を通じて火災通報装置の関係者への周知を別紙 1 のとおり依頼しましたのでお

知らせいたします。 

※ ひかり電話のご利用には別途、光回線のご契約が必要です。 

 

なお、光設備がご利用いただけないエリアにおいては、今後、一般社団法人日本火災報知

機工業会と連携し、ワイヤレス固定電話を用いた火災通報装置の品質確認に係る検証を行

う予定としております。 

 

貴庁のご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

本件についてご質問等ございましたら、NTT 東日本・NTT 西日本の営業担当者、または 

以下のメーリングリストまでお問い合わせください。 

   ・メーリングリスト：telephone_transfer-ml@east.ntt.co.jp 
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